　　







　文書番号

　







　年　月　日

　主催者（申請者）あて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　在ミラノ日本国総領事　氏名　

事業名に対する後援名義使用許可

　　　 　年　月　日付申請のありました本件については、次の事項の遵守を条
件にこれを許可します。

（1） 事業の開催については、主催者が一切の責任を負うこと。

（2） 政治活動その他事業の開催目的の趣旨に反する活動、行事は一切行わないこと。

（3） 申請者は、申請当時の事業計画等に変更があった場合は、すみやかにその旨を当館に届け出その事前許可を得ること。

（4） 申請者は、事業終了後遅滞なくその結果につき、報告書を提出すること。


　なお、事業計画等を変更したときは、速やかにこれを報告し、許可を
求めること。本件開催後その結果について報告書を提出して下さい。

